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                              平成２２年６月２９日 
 
中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律 

第 7条第 1項に規定する説明書類 
 
                              気仙沼信用金庫 
                               理事長 菅原 務 
 
 中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律第 7条第 1項の 
規定に基づき、同法第 4条から第 6条までの規定に基づいてとった措置の詳細に関する事 
項を次のとおり開示します。 
 
第１ 第 6条第 1項 1号に規定する法第 4条及び第 5条の規定に基づく措置の実施に関す
る方針 

 
  ① 中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律の趣旨に

則り、「金融円滑化に関する基本方針」を策定しました。 
  ② 適切なリスク管理の下、金融仲介機能を積極的に発揮する観点から、金融円滑化

を達成するために必要な管理をします。 
  ③ 金融円滑化管理の実効性を高めるため、金融円滑化管理責任者を通じ理事会等へ

実施状況を定期的に報告し、営業店へフィードバックしております。 
 
第２ 第 6条第 1項第 2号に規定する法第 4条及び第 5条の規定に基づく措置の状況を適
切に把握するための体制の概要 

 
  ① 理事会において審査管理部門担当理事を金融円滑化管理責任者に任命するととも

に、営業店においては、課店長を「返済方法・返済変更相談窓口責任者」に任命し、

中小企業者または住宅資金借入者からの貸付の条件変更等の申込に対し適切に対応

することとしております。 
  ② 営業店からの報告を検証する担当部署である審査課は、案件ごとに申込内容を金

融円滑化管理責任者へ報告することとしております。 
  ③ 金融円滑化管理責任者は、金融円滑化管理に関して、本部各部署、営業店に伝達

すべき事項等について協議するとともに、必要な指示、指導を行っています。 
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第３ 第 6条第 1項第 3号に規定する法第 4条及び第 5条の規定に基づく措置に係る苦情
相談を適切に行うための体制の概要 

 
  ① 金融円滑化に関する苦情相談窓口として本部審査課・管理課内に「金融相談支援

室」を設置いたしました。受付時間は営業日の午前 9 時から午後 5 時までとしてい
ます。 

   電話番号は ０２２６－２２－６８３０です。 
  ② 営業店における金融円滑化に関する苦情相談に対しては、「返済方法・返済変更相

談窓口責任者（課店長）」が対応いたします。 
 
第４ 第 6条第 1項第 4号に規定する法第 4条の規定に基づく措置をとった後において、
当該措置に係る中小企業者の事業についての改善又は再生のための支援を適切に行

うための体制整備 
 
  ① 中小企業者から貸付の条件変更等の相談、申込があり、経営改善又は再生支援の

必要がある場合には、営業店は課題解決に向けた適切な助言、支援策の説明をする

とともに、継続的なモニタリング、経営相談、経営指導を通じながら経営改善計画

書策定の支援を行ないます。 
 
第５ 法第 4条に基づく措置の実施状況 （別表１から別表２をご参照ください） 
 
第６ 法第 5条に基づく措置の実施状況 （別表３及び別表４をご参照ください） 
 
 
 
                                    以上 
 



 
KESENNUMA SHINKIN BANK 

1

平成２３年７月１２日 

気仙沼信用金庫 
 

金融円滑化に関する基本方針 

 

気仙沼信用金庫（理事長 菅原 務）は、地域の中小企業者及び個人のお客様へ

の安定した資金の供給は、事業地域が限定された協同組織金融機関である当金庫に

とって最も重要な社会的使命と捉えこれまで取組んでまいりました。 
こうした中、昨今の厳しい経済情勢と雇用環境を踏まえお借入および返済条件の

変更等にかかるお客様からのご相談等に対して「中小企業者等に対する金融の円滑

化を図るための臨時措置に関する法律」（以下、金融円滑化法という。）の趣旨を踏

まえご相談に適切に対応するため、「金融円滑化管理方針」、「金融円滑化管理規程」、

「金融円滑化マニュアル」を制定し、金融円滑化推進に関する当金庫の基本方針お

よび態勢整備の概要等について今般公表することに致しました。 
  
 
１．基本的な対応方針 

 
当金庫は、業務の健全かつ適切な運営の確保に留意しつつ、中小企業者及び住

宅資金借入者からのご返済に関するご相談があった場合には「金融円滑化法」の

趣旨に則りきめ細かく真摯な態度で適切に対応してまいります。 
（１）中小企業のお客様からのお申込みに対する基本的な対応 
① 新規のお借入のご相談・お申込については、お客様の経営実態を踏まえ可 
能な限りお客様のご要望に沿えるよう適切に対応してまいります。 

  ② ご返済条件の変更等のお申込みを頂いた場合は、お客様の経営実態を踏ま 
え可能な限りお客様のご要望に沿えるよう適切に対応してまいります。 

（２）住宅ローンをご利用のお客様からのお申込みに対する基本的な対応 
   ご返済条件の変更等のお申込みを頂いた場合は、お客様の将来にわたるご返

済の見通しを勘案しつつ、可能な限りお客様のご要望に沿ったご返済条件の変

更等に向け適切に対応してまいります。 
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２．ご返済条件の変更等のお申込みへの対応 
（中小企業者のお客様・住宅ローンをご利用のお客様共通） 

 
（１）ご返済条件の変更等のお申込みに対するご相談等 
   お客様からご返済の条件の変更等のお申込みに関するご相談を頂いた場合

には、真摯に対応いたします。また、お申込みを妨げる行為やお客様の意見に

反してお申込みを取下げて頂くような行為は行いません。当金庫では、各営業

店に金融円滑化専用のご相談窓口「返済方法・返済金額変更等相談窓口」を設

置し、お客様のご相談を受付する体制としております。 
 
（２）ご返済条件の変更等の口頭での申込みの記録 
   お客様から口頭でご返済条件の変更のお申込みがあった場合、当金庫所定の

手続に則り、お申込みの内容を記録いたします。 
 
（３）ご返済条件の変更等に対する条件を付けさせていただく場合の対応 
   ご返済条件の変更等に条件を付けさせていただく場合には、その内容を可能

な限り速やかにお伝えし、十分に説明させていただきます。 
 
（４）ご返済条件の変更等のお申込みにお応えできない場合の対応 
やむを得ず、ご返済条件の変更等のお申込みにお応えできない場合には、こ

れまでのお取引等を踏まえお客様のお申込みにお応えできない理由を可能な

限り具体的に、かつ、丁寧に説明させていただくよう心掛けます。 
 
（５）ご返済条件の変更等のお申込みにお応えできない場合等の記録 
ご返済条件の変更等のお申込みにお応えできない場合やお客様がお申込み

を取下げられた場合には、その内容を法令等にもとづき適切に記録・保存しま

す。 
 
（６）ご返済条件の変更等に関する苦情相談等の記録 
   ご返済条件の変更等に関する苦情相談等を受けた場合には、その内容を法令

等にもとづき適切に記録・保存します。 
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３．ご返済条件の変更等のお申込みへの対応 
（中小企業のお客様の場合） 

 
（１）お客様の事業再生手続への対応 
   中小企業者のお客様から特定認証紛争手続の実施の依頼を受けた特定認証

紛争解決事業者や企業再生支援機構を通じた事業の再生手続に関する要請を

受けた場合は、お客様の事業についての改善または再生の可能性その他の状況

を勘案しつつ、できる限り適切な対応に努めます。 
 
（２）他金融機関との緊密な連携 
中小企業者のお客様からのご返済条件の変更等のお申込みにあたり、あるい

は上記（１）の場合において、他の金融機関や政府系金融機関、信用保証協会

等、中小企業支援協議会が関係している場合には、お客様の同意を得たうえで

当該機関と緊密に連携を図るように努めます。 
 
（３）経営改善計画の策定支援 
   ご返済条件の変更等に係るお客様との協議にあたり、お客様の経営改善計画

の策定に向け真摯に対応いたします。また、経営改善計画の策定について中小

企業のお客様から要請がある場合は、経営改善計画の策定を支援するよう努め

ます。 
 
（４）経営改善計画の進捗管理 
   ご返済の条件の変更に際して、経営改善計画を策定した場合には、経営改善

計画の進捗状況を管理するとともに、必要に応じて、お客様に対して助言を行

なうよう努めます。 
 
（５）他の金融機関に対する情報確認 
   お客様が他の金融機関からお借入を行っている場合は、守秘義務に留意しつ

つ、お客様の同意を得たうえで他の金融機関や信用保証協会等の間で相互にご

返済条件の変更等に係る情報の確認を行うなど、緊密な連携を図るよう努めま

す。 
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（６）他の金融機関からの情報照会 
   お客様がご融資条件の変更等のお申込みを行った他の金融機関から、当金庫

に対してご返済の変更に係る情報について照会があった場合は、守秘義務に留

意しつつ、お客様の同意を得たうえで、これに応じるよう努めます。 
 
（７）条件変更対応保証制度への対応 
   ご返済条件の変更等のお申込みに対し、当金庫が信用保証協会の保証なしで

はご返済条件の変更等が困難と判断する場合において、お客様が条件変更対応

保証の利用を希望するときは、お客様の事業についての改善または再生の可能

性を説明する文章を作成し、信用保証協会に対して交付いたします。また、条

件変更対応保証の利用に先立って、お客様の事業についての改善または再生に

向けた真摯な対応を行うなど、条件変更対応保証制度の趣旨を踏まえた対応を

いたします。 
 
（８）ご返済条件の変更等を行ったお客様に対する信用供与 
   ご返済条件の変更等を行ったお客様に対して、適切な信用供与を行うよう努

めます。例えば、ご返済条件の変更等の履歴があることのみをもって、新規融

資やご返済条件の変更等のお申込みをお断りすることはございません。 
 
４．ご返済条件の変更等のお申込みへの対応 
（住宅ローンをご利用のお客様の場合） 

 
（１）お客様からのご返済条件の変更等のお申込みがあった場合は、お客様の将来

にわたる無理のないご返済に向けてお客様の財産及び収入の状況を十分に勘

案しつつ、きめ細かくご相談に応じるよう努めます。 
 
（２）お客様からのご返済条件の変更等のお申込みがあった場合において、住宅金

融支援機構や他の金融機関がお客様のご返済条件の変更等に応じたことが確

認できたときは、お客様の財産および収入の状況、住宅金融支援機構等がご返

済条件の変更等に応じたこと等を勘案しつつ、できる限り、ご返済条件の変更

等を行うよう努めます。 
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５．金融円滑化に係る体制 
 
（１）理事会の役割 
   理事会は、当金庫の経営方針及び内部管理基本方針を踏まえた金融円滑化に

関する管理方針を定め、金融円滑化管理規程を策定し、組織全体に周知徹底を

図るともに、必要に応じ見直しを図ってまいります。また、金融円滑化管理を

行うため、金融円滑化管理体制の整備、金融円滑化管理責任者を定め金融円滑

化業務に精通した人材の育成、専担者の配置、その陣容、事故防止のための人

事管理等について具体的な方針を決定してまいります。 
 
（２）常勤理事会の役割 
常勤理事会は、金融円滑化管理責任者からの報告に基づき、金融円滑化管理

に関する重要な事項について協議し、必要ある場合は理事会に付議・報告して

まいります。また、常勤理事会は、金融円滑化管理方針に基づく金融円滑化管

理を行うため、金庫内に連絡・報告体制を整備するとともに、定期的にあるい

は必要に応じ管理体制の改善を図ってまいります。 
 

（３）監事の役割 
   監事は、金融円滑化関連情報または金融円滑化管理の情報を受け、適切な対

応が図られているか及び適宜改善が図られているかなど、金融円滑化管理に係

る監査を実施してまいります。 
 
（４）金融円滑化管理責任者等の役割 
金融円滑化管理態勢を整備・確立するための金融円滑化管理全般を統括する

部門を管理課・審査課・業務課（金融円滑化管理部門）とし、金融円滑化管理

部門の担当理事を金融円滑化管理責任者とします。金融円滑化管理責任者及び

金融円滑化管理部門は、金融円滑化に関する規程やマニュアルを営業推進部門

等の金融円滑化に関する業務に従事する職員に遵守させるための具体的施策

を実施してまいります。 
金融円滑化管理責任者等は、関係業務部門及び営業店に対し、金融円滑化の

適切な実施を確保するための具体的な方策を指示し、金融円滑化が適切に行わ

れるように管理してまいります。また、金融円滑化管理責任者は、金融円滑化
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管理に関する体制の整備や必要な施策の策定、取組状況の把握などを行い、適

時適切に取組状況を常勤理事会及び理事会に報告してまいります。 
 

（５）金融円滑化に対する対応状況の把握体制 
   各営業店等では、お客様からのご返済の変更等のお申込の内容及び検討の進

捗状況やお申込にお応えできない場合またはお客様がお申込を取り下げられ

た場合の理由、その他苦情等の内容について金庫内所定の方法により記録し、

金融円滑化管理部門へ報告します。金融円滑化管理部門は、各営業店からの報

告を取り纏め定期的に取組状況の適正化の検証を行い、金融円滑化管理責任者

に報告するとともに必要な改善を行います。金融円滑化管理責任者は取組状況

等を常勤理事会及び理事会へ必要に応じ報告いたします。 
 
（６）金融円滑化のための相談窓口体制 
   金融円滑化の取組状況に関する苦情・ご相談については、各営業店の「返済

方法・返済金額変更等相談窓口」（責任者営業店長）でお受けするほか、本部

では「金融相談支援室」（責任者審査課長）において直接お受けする体制とし

ます。「金融相談支援室」では各営業店及び本部関連各課と連携して、苦情・

ご相談等の内容についてその解決に向けた対応に努めてまいります。また、各

営業店でお客様から頂きましたご意見、ご要望等を本部に集約し、当金庫全体

で真摯に受け止め、取組の改善に務めてまいります。 
 
（７）中小企業者のお客様に対する経営相談、経営改善支援等の体制 
   お客様からの経営改善のご相談に対して真摯に対応いたします。営業店で経

営改善支援に向けたご相談をお受けするほか、必要に応じ営業店等によるご返

済の条件変更後に経営改善努力を行っているお客様に対するモニタリングを

行います。 
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「東日本大震災」に伴う営業店舗ならびに円滑化相談受付体制について 
 
「東日本大震災」に伴いまして、営業店舗は下記の５店舗となっております。 
各営業店舗および南支店２階の融資相談ブースにおきまして、「返済方法・返済

金額変更等相談窓口」を設置し、運転資金や事業資金・住宅ローンのご返済に関す

るご相談を引続き９時～１７時に拡充し受付いたしております。 
 

（平成 23年 7月 12日現在） 

営業店名 所在地 電話番号 相談窓口営業時間帯 

本  店 気仙沼市八日町 0226-22-6830 9：00～17：00 

津谷支店 気仙沼市本吉町 0226-42-2666 9：00～17：00 

駅前支店 気仙沼市古町 0226-23-1020 9：00～17：00 

南 支 店 気仙沼市田谷 0226-23-6330 9：00～17：00 

盛 支 店 大船渡市盛町 0192-27-4131 9：00～17：00 

 
＊ 鹿折支店・内の脇支店・松岩支店のお客様におかれましては南支店２階の融資

相談ブースを、志津川支店のお客様は津谷支店を、高田支店・大船渡支店・三陸

支店のお客様は盛支店の融資相談窓口をご利用ください。 
また、この度の諸事情によりお取引店舗にご来店できないお客様におかれまし

ては、お近くの営業店舗でも融資相談を受付しておりますのでご利用ください。 
 
＊ なお、本部へのお客様からの貸し付け条件の変更等に関する苦情・ご相談等は、

次の相談窓口をご利用ください 
      
  気仙沼信用金庫 金融相談支援室 
  電話番号 ０２２６－２２－６８３０ 

     Ｅメール ｓ1175000＠facetoface.ne.jp 
                                以  上 



 
 
 

金融円滑化法 
第４条に基づく 
措置の実施状況 



(単位：百万円)

平成21年
12月末

平成22年
3月末

平成22年
6月末

平成22年
9月末

平成22年
12月末

平成23年
3月末

平成23年
6月末

平成23年
9月末

平成23年
12月末

平成24年
1月末

平成24年
6月末

平成24年
9月末

360 860 2,264 2,976 4,063 5,806 14,492 16,680 18,205 18,846

うち、実行に係る貸付債権の額 277 805 1,661 2,782 3,994 4,521 13,510 16,360 17,879 18,408

うち、謝絶に係る貸付債権の額 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3

うち、審査中の貸付債権の額 82 35 565 141 13 1,229 855 63 47 158

うち、取下げに係る貸付債権の額 0 19 37 52 55 55 122 252 275 275

うち、信用保証協会等による債務の保証を受けていた
貸付債権のうち実行に係る貸付債権の額

228 561 778 981 1,417 1,489 4,419 5,291 5,529 5,562

うち、信用保証協会等による債務の保証を受けていた
貸付債権のうち謝絶に係る貸付債権の額

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

第５　法第４条に基づく措置の実施状況

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額

 〔債務者が中小企業者である場合〕

 (別表１)　貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額



(単位：件)

平成21年
12月末

平成22年
3月末

平成22年
6月末

平成22年
9月末

平成22年
12月末

平成23年
3月末

平成23年
6月末

平成23年
9月末

平成23年
12月末

平成24年
1月末

平成24年
6月末

平成24年
9月末

34 87 156 229 312 389 813 940 1,013 1,033

うち、実行に係る貸付債権の数 26 77 145 212 303 351 750 910 987 1,002

うち、謝絶に係る貸付債権の数 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3

うち、審査中の貸付債権の数 8 9 6 11 2 31 46 8 1 6

うち、取下げに係る貸付債権の数 0 1 5 6 7 7 14 19 22 22

うち、信用保証協会等による債務の保証を受けていた
貸付債権のうち実行に係る貸付債権の数

23 61 78 98 127 134 361 427 460 462

うち、信用保証協会等による債務の保証を受けていた
貸付債権のうち謝絶に係る貸付債権の数

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数

第５　法第４条に基づく措置の実施状況

 (別表２)　貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数

 〔債務者が中小企業者である場合〕



 
 

金融円滑化法 
第５条に基づく 
措置の実施状況 



(単位：百万円)

平成21年
12月末

平成22年
3月末

平成22年
6月末

平成22年
9月末

平成22年
12月末

平成23年
3月末

平成23年
6月末

平成23年
9月末

平成23年
12月末

平成24年
1月末

平成24年
6月末

平成24年
9月末

94 149 210 300 337 410 1,740 2,039 2,242 2,270

うち、実行に係る貸付債権の額 15 114 175 231 283 314 1,624 1,827 2,112 2,150

うち、謝絶に係る貸付債権の額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

うち、審査中の貸付債権の額 78 17 0 34 3 41 31 122 25 15

うち、取下げに係る貸付債権の額 0 16 34 34 50 54 83 89 104 104

第６　法第５条に基づく措置の実施状況

 (別表３)　貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額

 〔債務者が住宅資金借入者である場合〕

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付
債権の額



(単位：件)

平成21年
12月末

平成22年
3月末

平成22年
6月末

平成22年
9月末

平成22年
12月末

平成23年
3月末

平成23年
6月末

平成23年
9月末

平成23年
12月末

平成24年
1月末

平成24年
6月末

平成24年
9月末

7 15 21 30 33 37 188 220 237 241

うち、実行に係る貸付債権の数 1 10 16 22 26 28 174 199 222 227

うち、謝絶に係る貸付債権の数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

うち、審査中の貸付債権の数 6 3 0 3 1 2 4 10 3 2

うち、取下げに係る貸付債権の数 0 2 5 5 6 7 10 11 12 12

第６　法第５条に基づく措置の実施状況

 (別表４)　貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数

 〔債務者が住宅資金借入者である場合〕

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付
債権の数


